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第１ はじめに 

 

 小山町では、行政改革の取組みとして、国の地方行政改革指針に先んじ、昭

和５５年２月に行政事務合理化委員会を設置し、行政改革に努めていた。その

後、国の地方行政改革指針が策定されたことに伴い、昭和６０年１０月に職員

による「小山
注 １

町行政改革推進本部」及び住民の代表により構成された「小山
注 ２

町

行政改革懇談会」を設置し、昭和６０年度を初年度とする「第１次小山町行政

改革大綱」を策定した。第１次小山町行政改革大綱から第７次小山町行政改革

大綱までの間、事務事業の見直しや組織機構の簡素・効率化を図り、行政改革

の積極的な推進に努めてきた。 
 しかしながら、本格的な少子・高齢社会を迎え、情報化、国際化の進展、生

活の質や環境への関心の高まりなど社会経済情勢の変化に対応し、住民の多様

なニーズに即応しつつ、活力に満ちた魅力ある地域社会を築き上げていくため、

地域の総合的な行政主体である町の果たすべき役割はますます大きくなってい

る。 
さらに、本町を取り巻く財政環境は、景気動向などから、歳入の根幹である

町税が減少する一方、歳出については、義務的経費の増大など、かつてない厳

しい状況となっている。その一方、国の地方分権改革の推進などから、行政需

要の増加や権限の拡大とともに、地方公共団体の役割と責任が増大している。 
それらを踏まえ、地方自治体が自主的・主体的に決定し、町民・企業・行政

が連携・協働して「富士のふもと 人々がふれあう 心豊かなふるさと・おや

ま」を実現するためには、簡素で効率的な行政運営をより一層推進する必要が

ある。 
 こうしたことから、住民生活の向上と町政の一層の発展を図るため、平成 
２２年３月に、「第８次小山町行政改革大綱」を策定し、新しい行政改革の基

本方向を定めるものである。 
 
 なお、平成２３年３月に策定された「第４次小山町総合計画」と、同年５月 

からの新町長体制下において重要な「町長政策提言」にも留意し、平成２３年 

１０月に本大綱を一部改正するものである。 
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第２ これまでの行政改革の取り組み 
 

 本町では、昭和６０年に「第１次小山町行政改革大綱」を定め、第５次行政

改革大綱までは３カ年ごとに策定し、第６次行政改革大綱からは、その計画期

間を５カ年とし、各々の大綱に基づき、事務事業や組織機構の見直しを行って

きた。 

 

 財政面においては、限られた財源を効率的に活用するため、最少の経費で最

大の効果をあげるべく効果的な行財政の運営に努めてきた。 

 

 組織面においては、昭和６０年以降７度（平成元年度、平成４年度、平成１

２年度、平成１７年度、平成２０年度、平成２２年度、平成２３年度）にわた

る大小の機構改革を行うとともに、職員の適正配置等、簡素で効率的な執行体

制の確保に努めてきた。 

 

 また、高度化、多様化する行政サービスに対し、行政事務の簡素・効率化や

迅速かつ的確な窓口サービスの確立を推進するために、平成２３年２月にさら

に効率の良い電算システムに更新した。２１の公の施設について、指定
注 ３

管理者

制度を導入し、事務改革の推進、住民サービスの向上に努めてきた。 

 

［主な行政改革］ 

 ・民間委託等の推進 

 ・給与・定員管理の適正化 

 ・公共施設の管理運営の合理化 

 ・財政運営の健全化（コン
注 ４

ビニ収納の導入、補助金等の見直し） 

 ・行政
注 ５

アドバイザー制度の創設 
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第３ 行政改革推進の基本方針 

 

  

１ 計画期間 

  小山町行政改革大綱による行政改革は、平成２２年度から平成２６年度ま

での５年間とする。 

 

２ 推進体制 

  小山町の行政改革は、それぞれの行政分野において提言される住民の意見

を踏まえながら、次の組織を中心に全職員が一体となって推進していくもの

とする。 

 ①小山町行政改革推進本部 

②小山
注 ６

町行財政改革審議会 

 

３ 推進方法 

 本大綱は、本町における行政改革の基本方向を定めるものなので、目標数

値などの具体的事項は、各々の計画で設定するものとする。 

毎年度実施状況を確認し、改革目標や実施事項を見直していくものとする。 
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第４ 「小山
注 ７

町総合計画」「町長
注 ８

政策提言」との関連性 

 

 

Ⅰ 「小山町総合計画」 

 

将来像「富士をのぞむ 活気あふれる 交流のまち・おやま」 

 

  ●基本目標１ 便利で快適なまち 

    水や緑の豊かな自然環境を活かし、美しい景観や心地よい環境のある 

   まちづくりを進めるためとともに、環境にやさしい暮らしづくりを進め 

   ます。また、本町と近隣市町や県内外の地域を結ぶ広域道路が整備され 

   るなか、生活に身近な道路・公共交通や住宅、公園などが整備された利 

   便性の高いまちづくりを進めています。 

  ・基本施策１－８ 便利で快適な道路網・情報網の整備（道路網。情報網） 

    高速情報網などの情報基盤の整った快適なまちづくりを進めていきま 

   す。 

 

  ●基本目標４ 計画の推進のために 

大きく変化する社会経済情勢の中、行財政運営の効率化と住民サービ

ズの向上を進めていきます。また、町民との協働による計画を推進して

いきます。 

  ・基本施策４－１ 広域連携の推進（広域行政） 

  大きく変化する社会経済情勢の中、広域連携を推進することで効率的 

 な行政運営とさらなる住民サービスの向上を目指していきます。 

  ・基本施策４－２ 健全な財政運営の確立（財政運営） 

    長引く景気の低迷や社会保障関係費の自然増加などにより、本町の財政 

   基盤も安定性を失いつつあります。自主財源の確保や経費の削減、公債費 

   の抑制などにより自主・自立した財政基盤の確立を目指すとともに、町民 

   のみなさんには、適切な情報公開を行っていきます。 

  ・基本施策４－３ 効率的な行政運営の推進（行政運営） 

    地方分権の進展により、地方の自己決定・自己責任の範囲が拡大し、自 

   立と創意工夫によるまちづくりが求められています。事務事業の見直しや 

   行政評価システムの導入などによる行政運営の効率化を図るとともに、情 
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   報公開や町民参画の充実により透明性の高い行政運営を目指していきます。 

  ・基本施策４－４ 町民との協働・共創（協働） 

    多様化する行政需要が増加する中で、簡素で効率的な行政運営を実現し 

   ていくために、町民と行政の役割分担を明確にしていくことが求められて 

   います。 

    町民が主体という意識を高め、協働・共創のまちづくりの実現を目指し 

   ます。また、透明性の高い行政運営に向け、積極的な情報公開を推進して 

   いきます。 

                        （小山町総合計画抜粋） 

 

 

Ⅱ 町長政策提言 

 

 挑戦１ 希望と活力あふれるまちづくりへの挑戦！ 

 行動力で、小山町の未来を元気にします。 

 ●戦略３ 地域主権を見据えながら広域連携を強化します。 

  ・周辺市町との連携を図ります。 

 

 挑戦３ 町民主役の小山への挑戦! 

 財政を安定させ、協働のまちづくりを進めます。 

 ●戦略９ 知恵を活かし財政の安定化を図ります。 

  ・役場自らが無駄をなくします。 

 ●戦略１０ 対話を図りながら町民主役の協働を進めます。 

  ・役場の活性化を図り町民目線で対応します。 

  ・ＮＰＯ等の住民活動団体を支援します。 

  ・高度な情報通信網の整備と活用により、効率の良い連携を図ります。 

                         （町長政策提言抜粋） 

 

 

 町にとって重要な計画・指針である「第４次小山町総合計画」と「町長政策

提言」を、行政改革推進の具体的方策により実現を図ります。 
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第５ 行政改革推進の具体的方策 

 

 

Ⅰ 事務事業の見直し 

 

 

１ 事務事業の整理合理化 

 

  限られた財源の中で、新たな行政課題や社会経済情勢の変化に的確に対応 

 していくためには、事務事業について絶えず見直しを行い、必要性、緊急性

の低い事業の廃止・縮小を進める。さらに、コスト意識を徹底する中で、最

少の経費で最大の行政効果を上げるため、引き続き、事務事業の重点化及び

整理合理化を進める。 

 

（１）事業の廃止･縮小･統合等  

 （具体的事項） 

 ①行政関与の必要性の低下した事業、行政効果が低下している事業 

 ②目標水準を達成した事業 

 ③見直しにあたり外部からも意見をうかがう。 

 

（２）事業の効率化･重点化 

 （具体的事項） 

  ①「小山町総合計画」の計画的推進  

 

（３）行政手続等の改善 

（具体的事項） 

 ①事務手続きの簡素合理化と利便性の向上  

 
（４）環境への配慮 

 （具体的事項） 

 ①「小山
注 ９

町地球温暖化対策実行計画」の推進  
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２ 行政
注１０

評価システムの導入  

 

  行政活動を客観的な指標（尺度）を用いて評価することにより、行政の生産 

 性と効率性の確保と向上を図り、｢どれだけの仕事をしたか｣ではなく｢町民に 

 どれだけの効果をもたらしたか｣という視点に立った成果（アウ
注１１

トカム）重視 

 の行政運営を推進する。 

 

（具体的事項） 

 ①行政サービスの質を向上させるための事務事業評価を行う。 

 ②「第４次小山町総合計画」の進行管理を兼ね、予算と連動させる。 

 ③事業を抽出して二次評価を行う。 

 ④評価結果を公表する。 

   

 

Ⅱ 組織・機構の見直し 

 

 

１ 時代に即応した組織・機構  

 

  新たな行政課題や住民の多様なニーズ、地方分権に伴う市町への権限移譲 
 等に対応するため、自己決定・自己責任のもとに自主的・主体的に政策を実 
 施でき、柔軟性、機動性を備えた組織を構築する。 
 

 （具体的事項） 

  ①組織の見直し  

  ②勤務時間の見直し  

  ③窓口時間の延長  

 

 

２ 審議会等の見直し  

 

  社会経済情勢の変化に即応しながら、委員構成及び運営方法を見直し、改 
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 革を進める。 

 

 （具体的事項） 

 ①社会経済情勢の変化により、存続する意義を失われたものの廃止 

 ②設置目的の類似した審議会等が他にあるものの統合 

 ③「小山
注１２

町男女共同参画社会づくり行動計画」に基づき、女性委員の登用 

 のなお一層の促進及び各年代が混在した委員構成 

 

 

３ 定員管理の適正化  

 

  人々の生活を安全で安心できるものとし多様な住民ニーズに即応した行政 

 サービスの展開を図るため、これまでの定員管理の実績、今後の行政需要の 

 動向等を勘案しつつ、「第５
注１３

次小山町定員適正化計画」を策定し、事務事業 

 の見直し、組織・機構の簡素・効率化、民間委託等を積極的に進め、適正な 

 定員管理に努める。 

 

 （具体的事項） 

  ①「第５次小山町定員適正化計画」(Ｈ２３～２７)の策定及び着実な実行  

  ②臨時職員等の活用  

  ③定員状況の公表  

 

 

４ 給与の適正化  

   
  職員の給与は、住民の理解と支持が得られるものでなければならないとい 

 う認識の上に立って、その適正化に努めてきたところである。今後とも、国 

 や他の地方公共団体の職員の給与などを考慮しつつ、職員の士気の高揚にも 

 配慮しながら、職員の給与の適正化を推進する。 

 
 （具体的事項） 

  ①国家
注１４

公務員に対する人事院の給与勧告の尊重 

  ②公務員制度改革の動向を踏まえた給与制度の適正化 
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  ③給与状況の公表 

  ④手当の見直し 

 

 

５ 職員の意識改革と人材育成  

 

  地方分権改革の推進に伴い、地方公共団体の自己決定権と自己責任が拡大 

 することに伴い、今後さらに職員の育成が必要であることから、「小山
注１５

町職 
 員の人材育成基本方針」を見直し、長期的視点に立った職員の能力開発等を 
 推進する。 
 

 （具体的事項） 

 ①「小山町職員の人材育成基本方針」の見直し  

 ②職員研修の効果的な実施  

 ③人事行政の運営状況等の公表に関する条例制定  

 ④ＯＪＴ（Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ：本来の仕事を通じ

て又は仕事に関連させつつ指導・育成すること）の充実  

 ⑤人事交流の推進  

 ⑥職員の人事考課制度の継続  

 ⑦職員
注１６

提案制度の一層の推進  

 ⑧業務
注１７

マニュアルの充実  

 

 

Ⅲ 効果的な行政運営の推進 

 

 

１ 民間活力の活用 

 

 限られた組織や定員の中で、行政運営の効率化や住民サービスの向上等を 

図るため、民間委託等の実施が適当な事務事業については、行政責任の確保、

行政サービスの維持向上に配慮しながら民間委託などの推進を図る。 
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 （具体的事項） 

 ①定型的業務（窓口業務）、臨時的業務の委託化 

 ②高度な技術、技能や専門知識、資格免許等を必要とする業務の委託化 

 ③ＮＰＯ（特定非営利活動法人：公益実現のために活動する非営利組織の 

 こと）設立に対する支援 

 ④ＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ：社 

 会資本整備などの公共サービス供給を民間資本等を活用し行うこと）の活 

 用の研究・検討  

 ⑤ボランティアの組織化と活動の推進  

  ⑥行政アドバイザー制度の創設 

 

 

２ 指定管理者制度等の活用 

 

  効率・効果的な施設の管理運営を図るため、民間活力の活用を推進すると 

 ともにボランティア等の活用も考慮する。さらに、民間企業や各種団体やＮ 

 ＰＯ法人等で管理運営できる施設については、管理運営を代行させる方向で 

 検討する。 

 

 （具体的事項） 

 ①指定管理者制度の活用 

  ②民間委託の推進 

  ③既存施設の有効活用 

 

 

３ 電子自治体の推進 

 

  行政の効率化や住民に対する行政サービスの向上を図るため、行政の情報 

 化を計画的に推進する。さらに、高度情報通信技術の活用により、行政事務 

 の効率化、高度化を図るとともに行政サービスの迅速かつ適時、適切な提供 

 に努める。 
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 （具体的事項） 

 ①オン
注１８

ライン利用促進計画の策定 

 ②情報
注１９

セキュリティ対策の徹底 

 

 

４ 広域行政圏の活用 

 

  住民の生活圏は、経済圏の拡大、都市化の進展、交通や通信などの発達に 

 伴い行政域を越えて広がってきている。今後、広域での行政運営はさらに増 

 えるものと予想され、関係市町村との一層の連携強化を図ることが必要であ 

 る。 

 

 （具体的事項） 

 ①御殿
注２０

場市・小山町広域行政組合の継続的な事業推進 

 ②富士
注２１

箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議（愛称ＳＫＹ圏、静岡県・

神奈川県・山梨県の頭文字から）による事業の推進 

 ③２市
注２２

１町行政懇談会、２市
注２３

１町広域連携研究会による広域行政事務の研 

 究及び推進 

 ④富士
注２４

山ネットワーク会議（４市２町）による広域行政の研究及び推進 

  ⑤静岡
注２５

県ファルマバレープロジェクト、富士
注２６

山の世界遺産登録事業への連 

  携と推進 

 

 

Ⅳ 財政運営の健全化 

 

 

１ 効果的な財政運営 

 

  世界的な景気悪化に伴う歳入の減少と、少子高齢化による扶助費の増加、 

 公共施設の再編整備等の影響により今後も厳しい財政状況が予想されるが、 

 歳入の確保に向けた取り組みを進めるとともに、計画的な財政運営を行う。 
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 （具体的事項） 

  ①費用対効果を踏まえた上でのコスト意識の徹底 

  ②財務
注２７

４表による財政状況の公表 

 

 

２ 補助金等の整理合理化 

 

  補助金等は、団体又は個人が行う事務事業に対して町が公益上必要である 

 と認めるものであることから、社会経済情勢の変化を踏まえ、客観的な公益 

 性と透明性の視点から不断の見直しをしていく。 

 

 （具体的事項） 

 ①補助金等の新設の抑制及び統廃合の推進 

  ②「小山
注２８

町補助金交付金等に関する見直し指針」の見直し 

  ③見直しにあたり外部からも意見をうかがう。 

 

 

３ 税等の収納率の向上 

 

  口座振替の推進や、滞納対策強化に取り組み、税等の収納率の向上に努め 

 る。 

 

 （具体的事項） 

 ①「静岡
注２９

地方税滞納整理機構」への協力・委託 

 ②「静岡
注３０

地方税一元化連絡会議」への参加・協力 

 

 

４ 経費節減の徹底 

 

  将来的に厳しい財政状況が予想される状況において、歳出を少しでも抑制 

 するために、全職員がコスト意識を持ち、あらゆる経費の削減に努める。 
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（１）庁費節減の徹底 

 （具体的事項） 

①書類や印刷物等の減量化の推進 

 

（２）行政サービスと負担の公平化 

（具体的事項） 

  ①定期的な使用料・手数料等の見直し 

  ②新たな負担を求めることが適当なものの洗い出し 

 

 

５ 地方公営企業の経営健全化の推進  

 

  住民生活に身近な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割をお 

 っている地方公営企業について、さらに公共の福祉を推進するため、厳しい 

 環境の変化に対応すべく、経営改革を推進する 

 

 （具体的事項） 

  ①経営基盤の安定化 

  ②料金体系の見直し 

  ③上下水道事業の民間委託の検討 

 

 

Ⅴ 住民等との協働 

 

 

１ 地域協働の推進  

 

  住民相互の信頼と連帯、住民としての自覚と責任に基づく住民の積極的な 

 行政への参加を促し、行政と住民が協働したまちづくりを進めていく。 
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（具体的事項） 

 ①自主
注３１

防災組織の充実強化  

 ②ごみ減量化と環境美化運動の推進  

 ③住民参加のまちづくりの具体的方策の検討  

 ④「小山町男女共同参画社会づくり行動計画」の推進  

 

 

２ パブリックコメント制度の導入 

   

  町民への説明責任を果たし、政策形成過程における公正の確保と透明性の 

 向上を図るとともに、町民参加型のまちづくりの推進に資することを目的と 

 したパブ
注３２

リックコメント制度を導入する。 

 

 （具体的事項） 

 ①パブリックコメント制度実施要綱の制定・運用 

 

 

３ 自治基本条例（まちづくり条例）の制定 

 

  地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法 

 で決めていくのかを文章化し、小山町の基本ルールを定めた条例を制定する。 

  情報の共有や町民参加・協働などの自治の基本原則、自治を担う町民、町 

 長、行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への町民参 

 加や住民投票など自治を推進する制度について定める。 

 

  （具体的事項） 

  ①小山町行政の基本となる理念とルールを明示する。 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%94%E5%83%8D�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%B2%BB�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8�
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用 語 解 説 

 

注１  小山町行政改革推進本部 

   小山町長と副町長をそれぞれ本部長、副本部長とし、小山町役場内の所属長以 

  上で構成する組織。行政改革大綱の策定や、行政改革実施計画（５年間で、行政 

  改革大綱における各所属の項目別課題の取組をまとめたもの。各年度終了後に進 

  捗報告を行う。）の進行管理を行う。本部の下に、副町長を部会長とする第一部 

  会と教育長を部会長とする第二部会があり、原則、所属長以上は必ずいずれかの 

  部会に所属し、担当案件について審議する。 

注２  小山町行政改革懇談会 

   町政について優れた識見を有するもののうち、町長が委嘱した者で構成。設置 

  要綱の定員は１６人。現在（第８次）は１０人で構成。行政改革大綱について町 

  長から諮問を受け、答申していた。平成２３年９月２７日に、小山町事務改善検 

  討委員会とともに廃止された。 

注３  指定管理者制度 

   平成１５年の地方自治法の改正により、地方公共団体や外郭団体に限定していた公 

  の施設（いわゆるハコモノの施設だけでなく、道路、水道や公園等も含まれるとされ 

  ている。）の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・ＮＰＯ法 

  人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる（行政処 

  分であり委託ではない）制度である。 

   各地方公共団体が定める条例に従って指定管理者候補の団体を選定し、施設を所有 

  する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最終的に選ばれた管理者に対し、管理 

  運営の委任をすることができる。 

   管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行なうことが可 

  能となり、その施設の利用に際して料金を徴収している場合は、得られた収入を地方 

  公共団体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる。 

  （地方自治法２４４条） 

注４  コンビニ収納 

  平成１５年４月１日の地方自治法施行令及び国民健康保険法の改正により、指定金 

 融機関等に限られてきた税等の収納について、コンビニエンスストアーにおける収納 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%BD%E8%A8%AD�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E7%89%A9�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E8%A8%97�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E4%BC%9A�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%B3%95�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%B3%95�
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 代行が認められたことに伴い、昨今の消費活動に即した住民サービス向上の一環とし 

 て、水道料、自動車税、軽自動車税を中心に各種公金のコンビニ収納が広がっている。 

   本町でも、納付者の利便性向上、コスト削減の目的により、平成２３年４月１日か 

  ら、町県民税（※普通徴収分）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税（普通徴収 

  分）、上水道使用料、下水道料について実施しており、従来の帳票類や事務手続きの移 

  行に伴う費用が大きく軽減されることが期待されている。 

   ※普通徴収：徴税吏員（主に地方公共団体の長）が法律や条令で定められた方法で 

  税額を決定し、その税額や納期・納付場所等を記載した納税通知書を、当該納税者に 

  交付することによって地方税を徴収すること。（地方税法第１条第１項第７号） 

注５  行政アドバイザー制度 

   小山町の特性と実情を踏まえながら、行政経営、医療・福祉、環境、防災、農林、 

  商業・観光、まちづくり、教育の計８分野について、専門的立場からの指導・助言を 

  いただくことで、行政の質の向上を図るために平成２３年１０月に創設された。 

   平成２３年１０月３日現在で、６分野９人と委託契約を締結済み。 

注６  小山町行財政改革審議会 

   平成２３年９月２１日に、小山町議会９月定例会において、従来の小山町行政 

  改革懇談会に替わる町長の諮問事項について、調査・審議し答申を行っていく機 

  関のための、小山町行財政改革審議会条例が議決され、同日、規則も公布された。 

   地方自治法第１３８条の４第３項に規定する執行機関の付属機関として、平成 

  ２３年１１月９日に小山町行財政改革審議会を設置予定。委員の任期は２年間で、 

  定員は１６人以内。町民と学識経験者から構成される。 

注７  第４次小山町総合計画 

   平成２３年３月に策定され、平成２３年度から３２年度までの１０年間を期間 

  とした、総合的で計画的な小山町の行政運営の指針。基本構想、基本計画、実施 

  計画から構成される。実施計画は３カ年を期間とし、毎年度進行管理を行ってい 

  る。小山町の第１次総合計画は昭和６０年度に策定された。 

注８  町長政策提言 

   小山町第２８代込山正秀町長が、平成２３年５月の就任前の平成２３年２月に 

  発表した政策提言（マニフェスト）。サブタイトルは、小山町を元気にする「金 

  太郎大作戦」。宣言、３つの挑戦、１０の戦略から構成されている。戦略は、全 
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  部で８７あり、そのすべてに、「すぐに実施」、「１年以内」、「２年以内」、 

  「３年以内」、「４年以内」の５通りの期限が付されている。 

注９  小山町地球温暖化対策実行計画 

   平成９年の地球温暖化防止京都会議において、温室効果ガス削減に向けて世界 

  的に取り組むことが確認され、我が国は、平成２０年から平成２４年までの５年 

  間の平均的な温室効果ガスの排出量を、基準年（平成２年）に比較して６％削減 

  することを約束した。具体的には、平成１０年１０月「地球温暖化対策の推進に 

  関する法律」が制定され、地方自治体に対して、「温室効果ガスの排出等のため 

  の措置に関する計画」（実行計画）策定が義務づけられた。 

   町ではこれを受け、平成１３年３月に、平成１７年度までを計画年度とする当 

  該計画を策定した。 

   現在、平成２３年度から２７年度までを計画期間とする、第３次実行計画を基 

  準年度に対し６％削減目標として実施中。 

注１０ 行政評価 

   行政評価とは、行政が実施している政策、施策や事務事業について、成果指標 

  等を用いて有効性、効率性、必要性を評価することであり、行政自らが住民の視 

  点に立って点検・評価し、その結果を次の企画立案に生かすことによって政策の 

  質的向上を図るための行財政改革の一つ。政策評価、施策評価、事務事業評価の 

  ３つに大別される。平成８年に三重県で初めて事務事業評価が導入されて以来、 

  全国的には事務事業評価が主流。平成１０年には、「行政機関が行う政策の評価 

  に関する法律」が制定され、全国の都道府県・市区町村においては、９７７団体 

  （５４．４％）が行政評価を導入している。（平成２２年１０月１日現在） 

   小山町は、平成２３年１０月から事務事業評価を段階的に導入している。 

注１１ アウトカム 

   前述の行政評価に関連する。成果という意味で、研究がもたらす本質的な成果 

  のことを指す。論文や特許の数といった外形的なものではなく、実際に社会にど 

  んな影響を与えたかを評価すべきだという考えから、注目されるようになった。 

   厚生労働省などが、評価のポイントをアウトカムに置く方式を平成１７年から 

  始めた。  

http://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E6%9E%9C�
http://kotobank.jp/word/%E6%84%8F%E5%91%B3�
http://kotobank.jp/word/%E7%A0%94%E7%A9%B6�
http://kotobank.jp/word/%E8%AB%96%E6%96%87�
http://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E8%A8%B1�
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E5%BD%A2�
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A�
http://kotobank.jp/word/%E5%BD%B1%E9%9F%BF�
http://kotobank.jp/word/%E8%A9%95%E4%BE%A1�
http://kotobank.jp/word/%E8%80%83%E3%81%88�
http://kotobank.jp/word/%E6%B3%A8%E7%9B%AE�
http://kotobank.jp/word/%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88�
http://kotobank.jp/word/%E6%96%B9%E5%BC%8F�
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注１２ 小山町男女共同参画社会づくり行動計画 

   我が国では、平成１１年４月の「改正男女雇用機会均等法」が交付・施行され 

  平成１２年１２月に、「男女共同参画基本計画」が閣議決定され、平成２２年度 

  までを見越した施策の基本的方向と、男女共同参画社会の形成を推進することと 

  されている。町ではこれを受け、平成１３年３月に、平成１７年度までを計画期 

  間とする第１次の男女共同参画社会づくり行動計画を策定し、現在は、平成２３ 

  年度から平成２８年度までを期間とする、第３次行動計画を実施中である。平成 

  ３２年度（２０２０年）までに町の審議会等の女性委員の比率３０％以上を主な 

  目標としている。 

注１３ 第５次小山町定員適正化計画 

   小山町は合併の経緯、形状、標高差、東富士演習場の存在などの特殊事情によ 

  り、他市町と比較した場合、職員数が多い傾向があったため、平成２年度から平 

  成８年度を計画期間とする第１次定員管理計画を策定し、職員数の抑制に努めて 

  いた。その後も、第２次計画（９年度～１３年度）、第３次計画（１３年度～１ 

  ７年度）、第４次計画（１８年度～２２年度）と、順次策定し、行政改革を推進 

  しながら、平成２１年４月１日現在では、第４次定員管理計画の目標値である「９． 

  ７％（２６人）削減」に対して１４．６％（３８人）を削減し、目標値に対する 

  達成率として１５０％という結果となった。 

   平成２３年度から２７年度までを計画期間とする「第５次小山町定員適正化計 

  画」を平成２２年３月に策定し、実施中である。 

注１４ 国家公務員に対する人事院の給与勧告 

   人事院が、民間企業に勤める労働者と一般職の国家公務員の給与水準を比較検 

  討して、双方の給与水準の格差をなくすことを目標に、給与の改定を内閣と国会 

  に提出（勧告）することをいう。人事院は、これと同時に給与実態調査の結果など 

  を踏まえ、国家公務員の給与や人事管理などについて必要な報告を内閣と国会に対し 

  て行うことから、これらを総じて「人事院勧告」と称されることが多く、一般に人勧 

  （じんかん）と呼称される。地方公共団体においては、人事委員会が設置されている 

  場合は人事委員会から勧告され、それ以外は第三者機関による勧告の手続を踏まず、 

  直接首長から給与条例の改正提案が議会に対してなされるが、いずれの場合も人事院 

  勧告に倣うことが多く、加えて特別職の国家公務員の給与改定についても一般職の改 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E9%99%A2�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%B8%8E�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BC%9A�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%95%B7�
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  定内容がベースとなるため、事実上公務員の給与水準を決める役割をすることになり、 

  また、大局的には、消費経済の動向に影響を与えることになるので政府も重要視して 

  いる。 

注１５ 小山町職員の人材育成基本方針 

   新たな時代に対応できる人材の育成と活用を図る目的で、平成１３年４月に策 

  定された。概ね５年ごとに見直しを行う方針であり、策定から１０年が経とうと 

  している現在、見直しを検討中である。 

注１６ 職員提案制度 

   小山町の発展、事務の合理化のため職員の発想、研究を生かすと共に職員士気 

  の高揚を図ることを目的とする制度。町政運営全般にかかる企画、工夫、考案、 

  改善等について、個人、またはグループで提案書を用いて提出する。 

   提出されたものは、行政改革推進本部で審査され、採用、研究、不採用、審査 

  対象外のいずれかに決定される。採用の提案について町長は、各所属の長に実施 

  を指示し、そのほかのものについては必要に応じて指示をする。 

   指示を受けた所属長は、遅滞なく処理し、処理の状況を町長に報告しなければ 

  ならない。 

注１７ 業務マニュアル 

   平成１７年度からの組織・機構改革に備えるため、各所属において、所定の様 

  式により各事業のマニュアルを作成し、変更があった場合はその都度直している。 

注１８ オンライン利用促進計画 

   総務省は、「世界一便利で効率的な電子行政」を標榜し、「国・地方公共団 

  体に対する申請・届出等オンライン利用率を平成２２年度までに５０％以上と 

  する」ことを目標として掲げ、平成１８年７月に、各地方公共団体において申 

  請・届出等手続のオンライン利用の促進に向けた取組の参考となるよう、「電 

  子自治体オンライン利用促進指針」を作成し、自治体においてのオンライン利 

  用促進計画を策定することを推進している。 

注１９ 情報セキュリティ対策 

   総務省は、平成１８年９月に「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに 

  関するガイドライン」を策定し、地方公共団体においても、情報セキュリテイ対策の 

  実効性確保、レベルアップを図り、特に情報漏えい事案の予防に積極的に取り組むこ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E5%BA%9C�
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  とを求めている。 

注２０ 御殿場市・小山町広域行政組合 

   昭和４１年４月１日に「御殿場市･小山町厚生施設組合」が発足し、その後 

  昭和４６年に消防業務を加え、「御殿場市・小山町広域行政組合」が発足。 

   現在は、火葬業務、ゴミ処理、し尿処理、消防を業務とし、事務局、議 

  会を持ち、御殿場市・小山町の住民にとって非常に大切な役目を果たして 

  いる。 

注２１ 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議 

   富士箱根伊豆交流圏の市町村が、圏域の自然環境、歴史、文化等を活かし守りなが 

  ら、連携して交流を進め、課題の解決に取組むことにより、人が集まり活気あふれる 

  圏域を形成することを目的としている。 

   静岡県・山梨県・神奈川県の３県３７市町村にて構成されており、静岡県（Ｓ）、 

  神奈川県（Ｋ）、山梨県（Ｙ）の頭文字を取り、Ｓ.Ｋ.Ｙ.（スカイ）広域圏と呼んで 

  いる。構成市町村は山梨県(８市町村)、神奈川県(１０市町)、静岡県(１９市町)。 

注２２ ２市１町行政懇談会 

   御殿場市、裾野市、小山町で構成され、首長・議会議長レベルで行政全般にわ 

  たり話し合う会議。 

注２３ ２市１町広域連携研究会 

   平成１６年度に２市１町行政懇談会のワーキンググループとして発足し、事務 

  担当者レベルで各自治体が予め用意した課題について検討する研究会 

注２４ 富士山ネットワーク会議 

   富士山ネットワーク会議は、世界に誇る秀麗富士を仰ぎ、まちづくりの中心に据え 

  ている静岡県側の富士山麓に広がる４市１町が、環境や観光、防災などのさまざまな 

  分野で広域連携を図り、共通認識のもと課題解決に取り組むことにより、地域の発展 

  に寄与することを目的に平成２１年５月発足した。 

   構成市町 富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、小山町 

注２５ 静岡県ファルマバレープロジェクト 

   静岡県では、静岡がんセンターの開院を契機に、県内の恵まれた資源を生かし、医 

  療からウェルネス（生活科学として、運動を適宜日常生活に取り入れながら、健 
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  康的に日々の暮らしを送ろうという主旨で提唱された概念）まで世界レベルの 

  研究開発を進めるとともに、医療健康関連産業の振興と集積を図り、特色ある地 

  域の発展を目指す「富士山麓先端健康産業集積（ファルマバレー）構想」を平成 

  １２年度に策定した。この構想を実現するため、平成１３年度に「第１次戦略計 

  画（計画期間：平成１４年度～１８年度）」を策定し、平成１８年度には、第１ 

  次戦略評価委員会による評価が行われた。平成１９年度には平成２２年度までを 

  計画期間とする第２次戦略計画が策定され、平成２２年１２月に第２次戦略評価 

  委員会による評価が行われた。この評価をもとに、現在、第３次戦略計画を策定 

  中である。 

注２６ 富士山の世界遺産登録事業 

   ※世界遺産：１９７２年（昭和４７年）のユネスコ（国際連合教育科学文化機 

  関）総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（世 

  界遺産条約に基づいて、世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、自然等、人 

  類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件のことで、移動が不可能な不動 

  産やそれに準ずるものが対象となっている。２０１０年（平成２２年）現在の条 

  約締結国は１８７か国。第３５回世界自然遺産委員会（２０１１年）終了時点で、 

  世界遺産の内訳は、文化遺産７２５、自然遺産１８３、複合遺産２８の計９３６ 

  件。 

   ※日本の世界遺産：文化遺産１２、自然遺産４の計１６件（平成２３年１０月 

  現在） 

   富士山を文化遺産に登録するため、静岡・山梨両県により、平成１７年１２月 

  に「富士山世界文化遺産登録推進両県合同会議」が発足し、平成１８年１１月に 

  「暫定リスト素案」を文化庁に提出。文化庁は、平成１９年 1 月に富士山を、日 

  本の世界遺産暫定リスト追加候補資産に選定し、同月末に外務省は、追加候補資 

  産を記載した暫定リストをユネスコに提出。同年６月の「第３１回ユネスコ世界 

  遺産登録委員会」において、富士山の暫定リスト登載が報告された。 

   現在、静岡・山梨両県及び関係市町村がとりまとめを行い、国への世界遺産推 

  薦書案の作成検討中。推薦書がユネスコ世界遺産センターに提出されると、現地 

  調査（イコモス）が行われ、ユネスコ世界遺産委員会で決定される。 
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注２７ 財務４表（諸表） 

   企業が決算期になると開示情報として発行するもの。公会計においても例外で 

  はなく、地方公共団体における公会計制度の推進により、全ての自治体に、連結 

  ベースでの新たな財務４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、 

  資金収支計算書）の作成・公表が求められている。 

注２８ 小山町補助金交付金等に関する見直し指針 

   平成１０年に策定された補助金・交付金事業の適正な執行に資すること及び補 

  助金等の削減を当面の目標とする指針。行政の膨張と予算の硬直化を防ぐための 

  縮減管理の有力な技法として、行政機関の設置や事業費の計上について終期を設 

  定し、期限が到来すると事業が自動的に終了するサンセット方式も取り入れてい 

  る。 

注２９ 静岡地方税滞納整理機構 

   地方税の滞納額を効率的に縮減するためには、市町と県が連携して滞納整理に 

  当たっていくことが最も効果的であると考えられることから、徴収困難な事案の 

  滞納整理業務を行う組織として、平成２０年１月５日に設立された広域連合。 

注３０ 静岡県地方税一元化連絡会議 

   平成１８年７月に静岡県及び県下全市町の税務主管局部課長を構成員として、 

  設置された連絡会議、前述の滞納整理機構の設立はこの会議の議決事項から生ま 

  れた。現在も存続しており、滞納整理機構に移管する税目等の検討を行っている。 

注３１ 自主防災組織 

   小山町では、近年の予測不可能な災害に機敏に対応するため、各自治会で組織 

  する自主防災組織をさらに強固なものとするべく、平成１９年１１月に「小山町 

  自主防災組織活性化支援事業要綱」を制定し、要件を満たす自主防災組織には、 

  被服貸与等の支援を行っている。現在、４自治会による自主防災組織が発足し、 

  消防署や小山町との合同訓練も実施し、有事に備えている。 

注３２ パブリックコメント制度 

   町民への説明責任を果たし、政策形成過程における公正の確保と透明性の向上 

  を図るとともに、町民参加型のまちづくりの推進に資することを目的とするパブ 

  リックコメント制度（意見公募手続き）実施要綱・運用方針を、平成２２年４月 

  ５日に策定し、１０月１日から施行している。 
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その他 

・集中改革プラン 

   総務省は平成１７年 3 月に示した「地方公共団体における行政改革の推進のた 

  めの新たな指針」により、地方公共団体に対し、当該自治体の行政改革大綱に基 

  づき、具体的な取り組みを集中的に実施するため、 

  （１）事務・事業の再編・整理、廃止・統合、 

  （２）民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む）、 

  （３）定員管理の適正化 

  などを始めとした９項目を中心に、平成１７年度を起点とし、概ね平成２１年度 

  までの取り組みを住民にわかりやすく明示した計画を公表するよう求めた。 

   これを受け、小山町でも第７次行政改革大綱のもと平成２１年度までを実施年 

  度とする「小山町行政改革集中改革プラン」を策定し、行政改革に真摯に取り組 

  み、成果を上げた。 現在は終了している。 

・第７次小山町行政改革大綱 

   対象年度：平成１７年度～２１年度（５ヶ年）、町の行政改革の根幹となる取 

  り決めや目標をまとめたもの。第７次大綱を基に、第８次大綱を策定した。 
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